
キャンペーン
プレミアム定期積金

本店
（北上駅前支店）

63-2307
藤根支店

73-5231
西和賀支店

82-2220
常盤台支店

63-6171
大堤支店

67-2332
柳原支店

63-2244
むらさきの支店

66-3133
東支店

63-8511

お問合せ先

令和８年６月１日（月） ～ 令和８年９月30日（水）取扱期間

1.50%金利

詳しくは「説明書」をご用意しておりますので、お気軽に各店窓口、渉外係までお問い合わせ下さい。

契約期間

5年

その他条件

定期積金満期特約を付与すること

払　込
払込方法／自動振替のみの預入とさせていただきます
払込金額／1万円以上（定額式）
払込単位／1万円単位（定額式）

■利息（給付補填金）
　⑴適用金利（利回り）
　　・固定金利
　　・契約時に証書（通帳）に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
　⑵給付補填金の支払い方法
　　・給付補填金は満期日以後に一括して支払います
　⑶計算方法
　　・給付補填金は付利単位を100円として契約期間における掛金残高    
　　  積数に年利回りを乗じて計算します
■税金
　・個人の給付補填金には20％（国税15％、地方税5％）の税金がかかります
　※平成２５年１月１日から令和19年12月31日までの間に支払われる利
　息には復興特別所得税が追徴されるため、20.315％（国税15.315％、
　地方税5％）の税金がかかります（なお、マル優は利用できません）
　・法人は総合課税となります

個人（個人事業主を含む）、
法人のお客様

ご利用いただける方

https://www.shinkin.co.jp/kitakami/

(給付補填金)

■中途解約時の取扱い
　・満期日前に解約する場合は、次の①、②の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
　①初回払込日から解約日までの期間が１年未満の場合…解約日の普通預金利率
　②初回払込日から解約日までの期間が１年以上の場合…約定年利回り×60％（ただし、解約日における普通預金利率を下限とする）
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